
１　趣旨

２　法案の対象となる水俣病被害者

水俣病被害の救済に関する特別措置法案の概要
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【疫学要件】
　(1) 後天性水俣病
　ア　熊本水俣病　 	¤�è�����å�����D�����Ô�Ž
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�y イ　新潟水俣病　 	¤�è�����å�����D�����Ô�Ž
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(2) 先天性水俣病（胎児性水俣病）
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【疾病要件】
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３　水俣病被害者給付金

(1) 支給対象者
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(2) 請求期限
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(3) 支給額
　300万円

４　医療費等

(1) 支給対象者
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(2) 支給額
　医療費：自己負担分相当額
　療養手当：公健法の療養手当（現行：月額23,000円～35,900円）と同等額
　特別療養手当：月額10,000円

５　健康管理事業等

　健康管理事業、相談事業等の実施について規定する。

７　費用負担

(1) 水俣病被害者給付金の支給に要する費用は、国が支弁し、特定疾病多発地域を含む県･原因
事業者に対し、その負担方法･割合について協議の上同意を得て定めた基準に基づき求償す
る。

(2) 医療費等の支給に要する費用は、その全額を国の負担とする。

６　調査研究

　国は、特定疾病多発地域に居住していた者及びその子孫の健康調査等の調査研究を速やかに
行い、プライバシー等に配慮した上で、その結果を公表するものとする。国は、調査研究の結
果を踏まえ、これらの者のメチル水銀中毒による健康被害の救済に関し、特定疾病の範囲の拡
大等の必要な措置を講ずるものとする。
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８　施行期日

　この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。


